
<月 u言温 7>

別記7(事後評価 )

令和 7年度 事後評価対象事業一覧表

事後評価の評価項目

費用対効果の選定の基礎となった要因の変化

【再評価時 (H19)】
B/C  202

工 期  R2
事業資  75.4億円
取扱量 (砂・砂利 ) 110千 トン

【事後評価時 (R7,】
→  141
→  R2
→  754億円
→  79千 トン

事業の効果の発現状況

(新設 )

に対応可能となるよう船舶大型化に対応、物流の効率化を促進

っていたため新たに砂・砂刑を取扱う岸壁を整備、船舶大型化に対応し港内の作業効率化を促進

― 施による環境の変化

骨になし

社会経済情勢の変化

港湾利用者や地元の方ヘヒアリングした結果、港湾施設が改善された効果を実感していることを確認している。

対応方針 (原案 )

同種事業に係わる対応方針

(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)

本事業の見直しの必要性はないが、今後の同種事業においては、関係機関と連携
し適切な事業宙埋に努め、事業効果力く早

'』

に発現されるよう早期完成に努める。

費用対効果の選定の基礎となつた要因の変化

【再評価時 (H30)】
B/C

工  期
事業資
取扱畳 (砂・7)串l)

1.20
R2

33.3億円
4,000ト ン

【事後評価時】
→  ■16
→  R2
→  314億円
→  4,500ト ン

事業の効果の発現状況

当事業により、水深不足が船肖され、荷役調整が不要となり、潜湾靱流の効率1とが図られた。
また、高潮・波浪等の校春から背後地の資産等の防議が可能となつた。

事業実施による環境の変化

ふ頭の望偏により、背後への新たな事葉所の立地や、地域のイベン ト寺 にも和」用さイとてお り、理環右【 1し に奇与 している。

社会経済情勢の変化

'吝

湾不」用者や地元の方ヘヒアリングした結果、港湾施設が改善された効果を実態 していることを確口忍している。

対応方針 (原案 )

同種事業に係わる対応方針

(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)

本事業の見直しの必要性はないが、今後の同種事業においては、関係機関と連携
し適切な事業宙埋に努め、事業効果力く財 (日 に発現されるよう早期完成に努める。

当該事業に係わる対応方針

(今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性)

事業実施により、大型船舶の係船が可能となると同時に取扱い賀物のすみ分けが
なされ、作業の効率化が図られるなど事業の効果がみられる。今後の事後評価の

必要性、改善措置の必要性はないと判断している。

当該事業に係わる対応方針

(今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性)

富江港改修事業により、物流の効率化や背後地の資産等の防護の効果が発現して
いることから、今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性はないと判断してい
る。

該当基準

事業完了後
5靱

事業完了後
蜘

疎 細

報

(lH■ )

75.4

314

工 期

完了若エ

H10

H8

事業概要

【寺島地区】
瞬
誹       (戯 )

泊地 (-7.5m)18,
岸壁 (7.5m)
道路 (3)6m Xl,
ふ頭用地    6,
【馬込地区】
岸壁 (7.5m)
岸壁 (―■5m)
道路     6m X
ふ頭用地    3,
【真砂地区】
泊地 (40m)4,
浮傍僑 (移設 )

100m
75m
680m2
130m
340m
600m2

130m
80m
420m
500m2

000m2
1基

開奇白地 (5.5m)
94,800m2
防波堤 1511m
岸壁 (55m)200m
遭路 (1) 325m

蝶
師

西海市
大島町

五島市

弊 /施設名

肥前大島港改修事業

富江港改修事業

整理穏

潜湾  1

港湾-2
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別記7(事後評価)

事後評価の評価項目

貴用対効果の選定の基礎となった要因の変化

【再評l両時
・ B/C
・工 期
・ 事 業 資

(H29)】
1.52
H33
13.8億円

【ヨμ後紬 】
→  8.81
→  H32(R2)
→  14.0億円

事業の効果の効

冠棄4営鷹同」Iコ:人票曇の需国
保されている。

において、主υ (′)流出や」`廟】要などが発生 していたが、当事票 により人累裏の品斗面 に対 し対策エカ〔望偏された後は、安全な民生が確

―
施による環境の変 1と

槻 の安全〕 b力躍 保された。

社会経済情勢の変化

通年の最雨時においても、三根辰陳地区 Iよ量隔が行われて以降、がけ崩れによる被吾は発生しておらず、社会的な損失は抑制されている。

対応方針 (原案)

同種事業に係わる対応方針

(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)

】口VJな學票宮理 に勢の、
―

果が早期 に期 されるよう抑 に努める。

44.0億円 4.0億円

拗

"昭和40年代に建設され老朽化した県営住宅を建替え、改善等を実施。
建賛え・改善等により、すべての住棟にエレベーターが設置されるとともに、改善棟では手すりの設置、段差解消、3点給湯の整備を実施し、居住水準の向上及び
パリアフリー化が図られた。また新集棟においては、狭小な居住面積の改善と高齢者向け、1～ 2世帯向け、フアミリー世帯向けなど様々なタイプの住声整備によ
り入唇者の多様化に対応。

―
による環境の変化

【自然環境への影響】既存県営住宅団地における事業であり、周辺の自然環境への影響はないと判断。
【生活・居住環境への影響】単一の住練が板状に並ぶ配置で、空間に変化がなく空地も少ないことから圧迫感を感じる状況を高層棟に集約建香えることで空地を
確保し、緑地や広場を配置したことにより、住環境の向上と地域の交流の場の提供に寄与した。

社会経済情勢の変化

【制 の訪 用】
性化に寄与した。

事業によつて生した余剰地 (解体跡地)を売却し、民間事業者による分譲宅地が整備され、地域の定住人口の増加、地域コミュニティの活

対応方針 (原案 )

同種事業に係わる対応方針

(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価子法の見直しの必要性)

今後の大規模回地の建書えにおいては、従来方式に加えPFI方式など、より事
業効果が発揮できる手法を検討する。

当該事業に係わる対応方針

(今後の事後評価の必要性、改勘 必要性)

こ と によ

さ

当― に係わる対応方針

(今後蝉 評価の必要性、改掏 必要性)

工事完了の結果期待された効果が発現しており、今後の事後評価の必要性、改善
夕と置の必要性はないと判断している。

該当基準

再評 l面実施

全体事業資
10億円以上

事業完了後
蜘

再評l醸施

全体事業資
10億円以上

事業完了後
蜘

蜘

事業資

(億円)

1■ 0

40

エ

死 了

R2

H31

君王

H20

H20

―
要

工事長 L495m
現場吹付法枠工 洋11,700∬
土砂捕提工 L当 58m

老朽化した県営住宅を建て
替え、居住水準の向上及び
パリアフリー化を図る。少
子高齢化社会の到来を迎
え、昭和40年代に建設され
た、40niの狭小な住宅を、
エレベーターが設置され、
畿貴船 肖された、子育て世
幸や高齢者に優しい県営住
宅を供給する。

蝶
師

対馬市

長1衛市

鞠 /施設名

三根俵炭地区急蝉

脚 団地C群建曽事業

整理番

砂防-1

住孝 1

2/2


